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埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

新
旧
対
照
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則 

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則 

 
 

第
一
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 

 
 

別
表
第
一
・
別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
一
・
別
表
第
二 

（
略
） 

 
 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
） 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
） 

 

対
象
事
業
の
種
類 

行
為 

 
 

対
象
事
業
の
種
類 

行
為 

 

 

一
～
八 

（
略
） 

 
 

一
～
八 

（
略
） 

 

 

九 

下
水
道
終
末

処
理
場
の
設
置

及
び
そ
の
施
設

の
変
更 

下
水
道
法
第
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十

五
条
の
十
一
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
協
議 

 
 

九 

下
水
道
終
末

処
理
場
の
設
置

及
び
そ
の
施
設

の
変
更 

下
水
道
法
第
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十

五
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
協
議 

 

 

十
～
十
七 

（
略
） 

 
 

十
～
十
七 

（
略
） 

 

 
 

様
式
第
一
号
～
様
式
第
十
六
号 

（
略
） 

様
式
第
一
号
～
様
式
第
十
六
号 

（
略
） 

 
 

 


